
回数券の払い戻しについて 熊本市植木健康福祉センターかがやき館 令和4年6月

熊本市植木健康福祉センターかがやき館のプール施設が利用停止しております。回数券の払
い戻しを希望される方は、熊本市植木健康福祉センターかがやき館までお問合せください。
尚、回数券には有効期限がなく、引き続きプールやトレーニング室でご利用いただけます。

【払戻し該当者】（※プール利用停止に伴う払い戻し対象の方）】

〇熊本市にお住いの回数券をお持ちの方で令和2年4月1日(水)以降に70歳を迎えられた方。

※上記に該当される方のみとさせていただきます。

【払い戻し期間】

〇令和4年6月～令和5年3月31日まで

【お問合せ先】

〇熊本市植木健康福祉センターかがやき館（Tel:096－272－2600）に電話でお問合せ下さい。

〇手続き方法の詳細をご説明させて頂きます。

※事前にお電話が無い状態でのご来館対応は行っておりませんのでご注意下さい。

※かがやき館子ども水泳事業に参加されていた方には、かがやき館からご連絡いたします。


